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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
な
民
法
典
を
継
受
し
て
立
法
さ
れ
て
い

(1
) 

る
こ
と
は
、
比
較
法
学
や
個
々
の
先
行
業
績
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
た
ス
ペ
イ

(2
) 

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
あ
る
。
た
だ
し
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
強
迫

（
己
。
－
o

口
。
。
）

｜
｜
絶
対
的
強
迫
（
s
s
g

ざ
お
）
と
強
制
的
強
迫
（
5
8

さ
玄
な
なh
N）

目。

フランス民法における強迫（violence）の概念

一
は
じ
め
に

二
強
迫
（

4
E
2
2

）
概
念
の
限
界

三
決
定
的
か
つ
違
法
な
強
迫

団
結
び
に
代
え
て

は
じ
め
に

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
法
典
が
、
わ
が
国
の
場
合
と
同
様
に
、

ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
古
法
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、

(3
) 

で
あ
る
の
か
改
作
（
m
e
z
R
広
三
で
あ
る
の
か
、

法
の
採
択
（
包
。
有
志
ロ
）

の
概
念

の
区
別
に
関
連
し
て
｜
｜

田

美

代

千

フ
ラ
ン
ス
民

453 

つ
ま
り
、
そ
の
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
各
国
の



法
典
化
の
時
期
な
ど
に
よ
り
異
な
る
。

例
え
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
法
の
場
合
に
、
「
第
三
者
の
強
迫
」
の
規
定
を
「
第
三
者
の
詐
欺
」
の
規
定
に
す
べ
て
準
用
し
た
起

454 
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草
者
ベ
レ
ス

（U
m
w－E
R
E

〈
E
S

∞
m
w吋
ω
p
w
E）
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
依
拠
し
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
内
の
諸
学
説
が
集
中
砲
火

を
浴
び
せ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
同
立
法
が
同
国
に
お
い
て
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
、
先
に
公
表
し
た
論
文
に
お
い

(4
) 

て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
際
に
、
ベ
レ
ス
の
主
た
る
論
拠
と
な
っ
た
の
が
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
絶
対
的
強
迫
（
ゼ
な
S
S

宮
古
）
と
強

(5
) 

の
区
別
を
前
提
と
し
た
、
民
法
上
の
強
迫
概
念
の
区
分
〔
暴
力
（

E
2
S

）
と
脅
し
（
E
Z
E
門
官

制
的
強
迫
（
ミ
旬
。
。
§
玄
E
S
H
）

包
含
）
〕
、
な
ら
び
に
、
そ
の
区
分
の
下
で
の
絶
対
的
強
迫
と
強
制
的
強
迫
の
各
概
念
に
お
け
る
役
割
分
担
の
明
確
化
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
詐
欺
で
は
被
害
者
が
編
さ
れ
た
と
は
い
え
自
由
に
同
意
す
る
の
に
対
し
、
暴
行
〔
強
迫
〕
（
〈ZF
R
E

）
は
同
意
（
8
5
8

・

立
宮
山g
g

）
か
ら
自
由
（
5
2
S

色
）
を
取
り
払
う
と
い
う
点
に
つ
き
、
「
暴
行
〔
強
迫
〕
は
ま
た
厳
密
に
言
え
ば
自
由
を
取
り
払
わ

(6
) 

よ
り
大
き
な
害
悪
（
自
己
B

ミ
。
円
）
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
強
制
的
強
迫
は
、

な
い
、
な
ぜ
な
ら
、

強
制
さ
れ
た
と
は
い
え
被
害
者
〔
被
強
迫
者
〕
が
選
択
的
に
意
欲
し
て
同
意
し
た
場
合
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
の
状
況
に
該

当
す
る
場
合
と
し
て
、
「
暴
力
（
P
2
N
m）
」
と
は
異
な
る
形
式
で
あ
る
「
脅
し
（
E
E
S
E
R
－
含
）
」
を
考
慮
し
た
。

な
お
、

ス
ペ
イ
ン
民
法
お
よ
び
複
数
の
ス
ペ
イ
ン
語
圏
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
法
が
、
取
消
し
ゃ
相
対
無
効
と
な
る
強
迫
を

「
暴
力
（
己
己g
a
m
w＼E
2
S

）
」
と
「
脅
し
（E
t
s
E
R

芯
ロ
＼
自
ぽ
品
。
）
」
の
二
種
類
に
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
の
論
文
で

(7
) 

も
若
干
触
れ
て
い
る
。
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
も
、
ス
ペ
イ
ン
系
の
民
法
と
は
異
な
る
形
式
で
は
あ
る
が
、
強
迫
を
二
段
階
に
区
別

(8
) 

す
る
。
こ
れ
ら
の
各
民
法
に
お
け
る
区
別
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
一
年
ス
ペ
イ
ン
民
法
草
案
〔
ゴ
イ
ェ
ナ
草
案
〕
九
九O
条

(9
) 

に
お
い
て
同
区
別
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
類
似
点
を
有
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
厳
密
に
は
、
各
現
行

法
に
お
け
る
他
の
同
意
暇
庇
類
型
や
そ
の
第
三
者
保
護
規
定
の
あ
り
方
と
の
関
係
を
含
め
、
各
国
別
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
系
の
民
法
に
関
す
る
以
上
の
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
わ
が
国
の
民
法
を
含
め
、

一
種
類
の
強
迫
の
み
を
規
定
す
る



多
く
の
民
法
典
の
強
迫
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
改
め
て
問
題
と
な
る
。
「
暴
力
（
己
。
－
g

己
主
苫
σ
R
m

）
」
と
「
脅

し
（
E
Z
S
E
R
－
吉
＼
自
ぽ
品
。
）
」
の
区
別
が
存
在
し
な
い
の
は
、
い
ず
れ
か
一
方
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、

一
種
類
の
強
迫
に
両
者
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
れ
と
も
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
法
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
で
は
一
種
類
の
強
迫
2
8
3
。
）
の
み
が
規
定
さ
れ
お
り
、

ま
た
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
法
典
化
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
並
ぶ
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
チ
リ
民
法
で
も
、

一
種
類
の
強
迫

（4
F。
『
ロ
丘
町
凶
）
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
、

一
種
類
の
強
迫
を
規
定
す
る
民
法
典
の
う
ち
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
法
典
化
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
ま

フ
ラ
ン
ス
民
法
を
素
材
と
し
て
、
絶
対
的
強
迫
と
強
制
的
強
迫
の
区
別
に
関

た
、
わ
が
国
と
共
通
の
母
法
国
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

連
し
、
強
迫
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

フランス民法における強迫（violence）の概念

フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
絶
対
的
強
迫
と
強
制
的
強
迫
と
い
う
名
称
で
は
な
く
、
身
体
的
強
迫

2
5
－8
8

司
写
巴A
E
O）
と
精
神
的

の
区
別
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
法
上
の
強
迫
概
念
に
（
明
文
と
し
て
現
れ
な
い
）
二
つ

強
迫
（
己
。
－82
5
2
m
F

）

の
区
分
が
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
民
法
上
の
取
消
し
可
能
な
強
迫
に
対
し
て
、
判
例
に
よ
り
傍
論

（
叩
）

で
は
あ
る
が
当
然
無
効
と
な
る
強
迫
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
法
律
効
果
と
の
関
係
も
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
本

稿
で
は
、
強
迫
概
念
上
の
区
別
の
存
在
を
前
提
に
、
同
区
別
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
く
の
か
、
強
迫
法
理
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
を
中
心
に
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
す
る
。
な
お
、
同
じ
く
一
種
類
の
強
迫
を
規
定
す
る

ド
イ
ツ
民
法
お
よ
び
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
の
強
迫
概
念
に
関
す
る
今
後
の
比
較
法
研
究
と
の
時
代
的
整
合
性
か
ら
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
現
代
の
学
説
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。

455 
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強
迫
（
己
。
－28

）
概
念
の
限
界
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三
O

一
。
コ
。
。
の
意
義

（U
）
（
臼
）

（U
m
w
号
。
ロE
2

は
、
民
法
で
対
象
と
さ
れ
た
強
迫
（
〈
互
8
8

）
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
に
も
拘
ら
ず
、
有
形
力
の
行
使

2．

0
5
s

立
。
片
品
。
宮
沙
門
の
ゆ
）
そ
の
も
の
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

強
迫
（
4
Z
Z
R
O
）
は
、
詐
欺
（
含
－
）
と
同
様
、
そ
れ
自
体
が
同
意
の
暇
抗
で
は
な
く
、
そ
れ
が
畏
怖
（
の
5
5
Z
）
の
原
因
と
な

っ
て
、
当
事
者
に
契
約
の
締
結
等
を
決
心
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
意
の
暇
庇
を
引
き
起
こ
す
。
こ
う
し
て
、
同
意
を
変
容
さ
せ
る

（
臼
）

で
あ
る
た
め
、
強
迫
と
い
う
用
語
よ
り
も
、
畏
怖
と
い
う
用
語

の実
方際
がの
適暇
切庇
では
あ（
る~？：虫
。迫

<
。

。

ロ
。

(D 

で
は
な
く
畏
怖
（
の
B
Z
Z

）

以
上
を
前
提
に
、
次
の
よ
う
な
強
迫
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
富
ω
立
可
2

岡
山q
H
M
m
W
C
己
に
よ
れ
ば
、
強
迫
（
己
♀
0
5
0

）

と
は
、
強
い
ら
れ
た
同
意
（

8
5
8
Z
B
O
E
r
R
b

）
を
獲
得
す
る
目
的
で
、
契
約
当
事
者
に
対
し
て
行
使
さ
れ
た
強
制
定

8

・

（
日
）

可
包
ロ
件
。
）
で
あ
る
。
当
色
－
2

吋
2

芯
は
、
さ
ら
に
そ
の
方
法
を
付
加
し
て
、
強
迫
と
は
、
重
大
な
害
悪
（
自
己
5
3
2
8
5

で
脅

（
日
）

す
こ
と
に
よ
り
、
契
約
締
結
を
強
い
る
た
め
に
、
被
害
者
の
意
思
に
対
し
て
行
使
さ
れ
た
強
制
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
ま
た
、

F
m
w
R
。
ロ
5
2

は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
上
、
強
迫
の
定
義
は
存
在
せ
ず
、

る
と
し
た
上
で
、
強
迫
と
は
、
被
害
者
に
抱
か
れ
た
畏
怖
が
な
け
れ
ば
締
結
し
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
、
異
な
る
諸
条
件
で
締
結
し

て
い
た
契
約
の
締
結
を
決
心
さ
せ
る
た
め
の
、
被
害
者
に
対
す
る
違
法
な
強
制
の
行
使
を
想
定
す
る
同
意
の
暇
庇
で
あ
る
と
定
義
す

（
口
）

る
。
ゆ
え
に
、
強
迫
は
、
客
観
的
要
素
と
し
て
の
危
険
の
脅
し
（

5
8
R
O

円
s
e

口
問
。
吋
）
、
な
ら
び
に
、
主
観
的
要
素
と
し
て
の

い
く
つ
か
の
規
定
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
定
義
が
導
か
れ

畏
怖
（
2
m
E
Z
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
脅
し
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
同
意
の
自
由
の
欠
如
（
念
F
E

号

5
2

芯
《
E
g
g
s
R
5
8
5

（
四
）

に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。



2 

身
体
的
強
迫
（
〈
5

一2
0
0

℃
芝
ω
5
c
o）
と
精
神
的
強
迫
（
5
0
一2
0
0

ヨ

O
「
ω
一0
）

民
法
上
の
強
迫
1
1
1

精
神
的
強
迫
へ
の
限
定
｜
｜

有
形
力
の
直
接
的
行
使
（
σ
B
Z
S
E
3
2
含
宮
向
。
足
立
、
す
な
わ
ち
、
身
体
的
強
迫
（
丘
。
－
2
8
b
b
B
S
S）
が
存
在
し
た
場
合
、

（U
m吋
σ。
ロ
ロ
－o－1

例
え
ば
、
表
意
者
の
意
に
反
し
て
署
名
さ
せ
る
目
的
で
、
道
具
（

E
2
2
5
8
5
と
し
て
表
意
者
の
手
を
掴
む
場
合
、
同
意
（
8

ロ
E

ω
g
z
s
g

件
）
は
完
全
に
（B
e
s
－
。5
8
5

欠
如
し
て
お
り
、
契
約
（
宮
田
｝
門
会
g

含

g
E
5
5

は
不
存
在
（
E
R
Z
S

同
）で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
民
法
一
一
一
一
条
に
お
け
る
強
迫

2
5
－8
8

）
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
脅
し
の
行
使
（
】
W
O
E－
。ζ
z
m
g
g
R
O

）

フランス民法における強迫（violence）の概念

で
あ
り
、
精
神
的
強
迫
（
己
己
8
8
5
2

色
。
）
と
呼
ば
れ
る
。
精
神
的
強
迫
は
、
音ω思
に
圧
力
を
加
え
る
が
、
意
思
を
除
外
す
る
も

（
四
）

の
で
は
な
い
（
S
R
E

さ
を
ミ
号
、
宮
きS
S
N
ミ
ミ
8

）
。
こ
の
場
合
の
強
迫
の
制
裁
は
、
契
約
の
相
対
無
効
（
ミ
ロ
凡
な
さ
宣
言
）
で
あ

（
却
）

る
（
一
一
一
七
条
）
。

冨
R
q
z

何
者
E
C

円
四

ワ
U
M

強
迫
を
構
成
す
る
強
制
（
g
E
S
E
Z
8
5
E
5
2
0

号
己
o
－8
8

）
は
、
例
え
ば
拷
問
を
加
え
ま
た
は
行
動
を
強
い
る
な
ど
、
同

意
を
強
要
し
た
い
当
事
者
に
対
し
現
実
に
害
悪
を
加
え
る
（

E
E
m
2
R
E
o－
－o
s
g
t
s
B

巳
）
こ
と
か
ら
成
り
立
ち
得
る
。
こ
れ

は
身
体
的
強
制
（
O
S
H
S
S
常
、
守
的
右
足
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
が
、
契
約
す

る
と
い
う
意
思
（
g

－8

芯
号

g
E
5
2
2

）
が
本
当
に
存
在
し
た
と
は
明
ら
か
に
言
い
得
な
い
。
ゆ
え
に
、
同
意
の
暇
抗
（

i
s

円E
8
5
8
Z
B
8
5

と
い
う
よ
り
、
同
意
の
不
存
在
（

ω
Z
8
8

号

8
5
3
R
5
2
5

で
あ
る
。

よ
り
頻
度
が
高
い
の
は
、
契
約
す
る
こ
と
を
承
諾
し
な
け
れ
ば
害
悪
を
加
え
る
と
い
う
脅
し
（
g
g
R
σ

円
5

自
己
D
E
2
5
E
E
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出
－m
b）
の
結
果
た
る
強
迫
で
あ
り
、
精
神
的
強
制
（
n
S
H
S
S
H尽
き
。

s
r
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
に
被
害
者
が
さ
ら
さ
れ
る
害
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は
、
身
体
的
（
司
芝
忠
告
。
）
・
金
銭
的
（u
b
g
E包
括
）
ま
た
は
精
神
的
（
B
R

急
で
あ
り
得
る
。
実
際
に
、
害
悪
は
、

（
幻
）

死
の
脅
し
ゃ
自
由
の
剥
奪
の
脅
し
で
あ
り
、
ま
た
、
財
産
に
対
す
る
脅
し
ゃ
名
誉
・
評
判
に
対
す
る
脅
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
458 

悪
（
自
己
）

に
置
か
れ
た
被
害
者
は
、
そ
の
脅
し
の
実
現
を
避
け
る
た
め
に
お
そ
ら
く
承
諾
す
る
が
、
こ
う
し
て
被
害
者
を
駆
り
立
て
た
畏
怖

（R
m
E
Z
）
が
そ
の
同
意
を
蝦
庇
化
す
る
。
身
体
的
・
財
産
的
ま
た
は
精
神
的
な
害
悪
（
自
己
事
可
巴
宮0
・
B
E
S
S
E
－
S
B
2

巳
）

も
、
現
実
の
害
悪
（
自
己

R
Z

己
）
お
よ
び
将
来
の
害
悪
の
脅
し

（B
S
R
O

【
目
。
白
色E
Z

円
）
も
、
同
意
の
全
く
外
観
的
な
兆
候

の
表
示
に
身
体
的
に
（
吾
ヨ
E
C
O
B
3
5強
制
さ
れ
得
る
非
常
に
稀
な
場
合

（
幻
）

を
別
と
し
て
、
強
迫

2
5
F
R
O）
は
常
に
心
理
的
な
効
果
（
A
S
ζ
師
、
忌
。
含
注
意
向
）
を
有
す
る
。

（
位
向
ロ
ゆ
匂
Z
5
E
O
E
O
M
E
bユ
o
c
円
品
。
。
。
ロ
ω
ゆ
ロ
件
。B
O
E
）

同
意
の
暇
庇
と
し
て
、
強
迫
は
契
約
の
無
効
を
も
た
ら
す
が
、
保
護
の
無
効
（
ロ
己
目
芯
号
司
g
Z
2
Z

ロ
）
で
あ
る
た
め
、
こ
の
場

合
の
無
効
は
相
対
的
で
あ
る
。
身
体
的
強
迫
の
場
合
に
は
、
同
意
を
完
全
に
除
外
す
る
た
め
、
絶
対
無
効
（
ロ
ロ
ロ
志
向
号
g
z
o
）
あ

（
幻
）

る
い
は
不
存
在
（
古
R
5
8
8

）
と
な
る
。

q
J
 

。
m
Z
H円
四05
2

。
m
w
E
0
5
2は
、
身
体
的
強
制
（
g
E
S
E
O

阿
佐
可
忠
告
。
）の
例
と
し
て
、
表
意
者
の
手
を
捕
え
て
署
名
さ
せ
る
場
合
の
ほ
か
、

催
眠
状
態
（
8
5
5
Z
5
3
5
t
告
。
）
に
あ
る
人
が
他
人
に
約
束
を
提
案
す
る
場
合
を
挙
げ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
同
意
（
g

ロ
・

ω
g
z
s
g
d
は
何
ら
存
在
し
な
い
。
手
を
掴
ま
れ
て
署
名
し
た
者
も
、
催
眠
状
態
で
約
束
し
た
者
も
、
無
抵
抗
か
っ
無
気
力
の
道

具
（
宮
巳
2
5
8

仲
間
福
留
民2g
a
g

－
。
尽
か
）
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
契
約
は
当
然
無
効
（
E

－E
b
g
門
出s
r
）
に
よ
り

制
裁
さ
れ
る
。
以
上
に
対
し
て
、
民
法

一
二
条
に
よ
り
「
多
大
か
つ
現
在
の
害
悪
（

B

巳
8
5
E
b
s
z
o
Z

唱
芯2
E

）
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
強
迫

2
5
－8
8

）
は
、
意
思
は
存
在
す
る
が
暇
庇
化
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
無
効
は
、
相
対

(M
) 

無
効
（
ロ
己
E
b
z
－
巴2
2

に
す
ぎ
な
い
。

A
t
 

冨
m
N
g
E
2

（u
g
g
ω



富
山
凶N
g
c
ι
z
n
g
g
ω
は
、
身
体
的
強
迫
（
ミ
a
s
柏
町
内
三
宮
右
足
）
と
し
て
、
署
名
者
の
手
を
掴
む
場
合
の
ほ
か
、
催
眠
（53
，

5
2

）
も
し
く
は
完
全
な
酪
町

2
5
5
8
0
S
g
r）
の
下
で
実
現
さ
れ
る
行
為
を
列
挙
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
行
為
は
、
意
思

（g
－
。
ロ
芯
）
を
奪
わ
れ
る
結
果
、
本
質
的
要
素
（
2
b
E
σ
E
g
ω
g
t
巳
）
で
あ
る
同
意
（

8
5
8
Z
B
8
5

を
欠
き
、
絶
対
無
効

（E
E

芯
与

g
E
σ
）
ま
た
は
不
存
在
（
E
Z

室
内
百
件
）
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
精
神
的
強
迫
（
叉
a
s
－
き
。

s
r
）
は
、
暴
力
行

フランス民法における強迫（violence）の概念

為
（
g
F
g
円
四op
芹
）
に
よ
る
場
合
も
、
精
神
的
な
圧
迫
（
司
8
2
Z
ロ

5
2
m
r
）
に
よ
る
場
合
も
あ
り
得
る
が
、

（
さ
目
。
E
b
）
を
存
続
さ
せ
る
。
確
か
に
、
被
害
者
は
、
恐
れ
を
抱
く
害
悪
（
自
巳
）
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
し
か
、
契
約
す
る
こ
と
を

承
諾
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
承
諾
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
同
意
は
存
在
す
る
が
暇
庇
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
契

（
部
）

約
は
相
対
無
効
（
E

－E
b
s
g
z
o

）
と
な
る
。

川
間
ω
S
R
F
問
。E
ロ
《
目
立
回
。
ヨ
円

厳
密
な
意
味
に
お
け
る
身
体
的
強
制
（

g
E
S
E
Z
Z
3
5
5
）
は
、
同
意
の
椴
庇
（
己
8
ω

含

g
E
g
g
s
g

件
）
に
属
さ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
意
思

で
締
結
さ
れ
た
場
合
や
署
名
さ
せ
る
た
め
に
契
約
当
事
者
の
手
を
力
ず
く
で
掴
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
意
思
は
全
く
の
仮
装
（

Z
5
0

出
♀
守
生
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
の
完
全
な
欠
如
〔
不
存
在
〕
（
与
・

（
却
）

で
あ
る
。

契
約
が
拷
問
下
（
ω
。
5
E
S
1
R
O

）

ω
g
S
S
E

－o
門
目
。
。
。
ロ
ω
g
Z
5
8
5

結
局
、
精
神
的
強
制
（
g
E
B
E
Z
B
2

色
。
）
を
通
じ
て
し
か
同
意
の
暇
庇
た
る
強
迫
は
存
在
せ
ず
、
こ
の
精
神
的
強
制
は
、
そ

（
幻
）

の
目
的
・
強
迫
者
お
よ
び
名
宛
人
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
脅
し
（
B
g
R
g

）
に
お
い
て
分
析
さ
れ
る
。

富
山W
E
R
ぽ
Z
K
F可
ロ
乱
首

po 
無
理
や
り
手
を
と
ら
れ
て
、
そ
の
強
制
下
で
一
定
金
額
を
支
払
う
約
束
に
署
名
す
る
場
合
、
自
由
意
思
は
存
在
せ
ず
、
有
効
な
行

為
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
借
主
が
完
全
に
自
由
で
は
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
強
迫
の
下
で
あ
っ
て
も
、
有

（
却
）

効
に
意
欲
す
る
（
S
R
H
S
g
N
ミ
）
場
合
で
あ
り
、
こ
の
ロ
l

マ
法
以
来
の
区
別
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
も
見
出
さ
れ
る
。

459 



明
Z
E
－
－kr
c
σ
0
1
2
ω
ω
〈
m
w
c
u
n

1) 

円i手
を
掴
ん
で
署
名
を
強
要
す
る
場
合
を
典
型
例
と
す
る
、
専
ら
物
理
的
な
強
迫
（
己
。
－
8
8

吉
耳
目
。
巳
自
己
合E
－o
）
は
民
法
上

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
意
思
は
全
く
表
面
的
で
あ
り
、
ゆ
え
に
同
意
の
完
全
な
欠
如
〔
不
存
在
〕
（
ω
Z
g
s
z
s
z

号
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8
5
8
Z
5
8
5

と
な
る
。
民
法
で
は
、
意
思
に
影
響
を
与
え
る
強
迫
し
か
考
慮
し
な
い
。
被
害
者
は
、

よ
り
大
き
な
勇
気
（
5

1
5
m
g
z
g
c
g
m
o）
が
あ
れ
ば
、
そ
の
同
意
を
拒
絶
し
得
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
被
害
者
は
、
二
つ
の
害
悪
の
う
ち
熟
考

の
上
で
よ
り
小
さ
い
害
悪
を
選
択
し
、
彼
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
脅
し
（5
8
R
g

）
か
ら
逃
れ
る
た
め
契
約
を
承
諾
し
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
承
諾
で
は
な
い
。
以
上
の
意
味
で
、
同
意
の
暇
庇
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
強
迫
は
、
常

（
却
）

で
あ
る
。

に
精
神
的
強
迫
（
ミ
ミ
§
町
内
選
ミ
ね
な
）

身
体
的
強
迫
・
精
神
的
強
迫
の
統
一
的
な
取
扱
い

者
包
己
主
寸
2

芯

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
一
一
条
か
ら
一
一
一
五
条
で
は
、
相
対
無
効
（

E

邑
広

B
E
E

－O

）
に
よ
り
制
裁
を
受
け
る
、
同
意
の
暇
庇

と
し
て
の
強
迫
し
か
取
り
扱
わ
な
い
。
こ
れ
は
一
般
に
、
精
神
的
強
迫
（
己
己

8
8
5
2
m
F

）
と
呼
ば
れ
、
義
務
の
負
担
を
強
制
す

る
た
め
に
、
表
意
者
に
向
け
ら
れ
た
脅
し
（

g
g
R
g

や
拷
問
（
吉
江
口
店
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
強
迫
で
あ
る
。
契
約
者
は
、
自
分

が
恐
れ
る
害
悪
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
恐
れ
（
克
己
円
）
や
苦
悩
（ω
。
口
止5
5
0

）
の
下
で
同
意
す
る
が
、
そ
れ
で
も
同
意
を
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
身
体
的
強
迫
と
は
、
例
え
ば
、
署
名
さ
せ
る
た
め
に
、
表
意
者
の
意
思
を
麻
薬
で
支
配
し
た
り
、
無
理
や
り

表
意
者
の
手
を
誘
導
す
る
な
ど
、
表
意
者
の
意
思
を
消
滅
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
同
意
の
暇
庇
（
己

8

）
で
は
な

（
却
）

ゆ
え
に
、
絶
対
無
効

E
z－
－
片
思
与g
z
o
）
に
よ
り
制
裁
を
受
け
る
。
し
か
し
、
巧
巳
ロ

く
同
意
の
不
存
在

S
5
8
8
）
で
あ
り
、

2

同
，O
3
b
は
、
こ
の
よ
う
な
効
果
上
の
区
別
に
反
対
し
、
精
神
的
強
迫
の
場
合
と
身
体
的
強
迫
の
場
合
を
同
列
に
置
く
べ
き
で
あ

る
と
論
じ
る
。
無
効
訴
権
（
】
ぜaS
S
E

－
－
忘
）の
行
使
を
強
迫
被
害
者
の
み
に
留
保
す
る
た
め
、
無
効
理
論
の
枠
内
に
お
い
て
、



（
担
）

精
神
的
強
迫
と
身
体
的
強
迫
を
同
視
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
す
る
。

円
4

円
、
肖g
c
B
2

そ
も
そ
も
強
迫
と
は
、
あ
る
人
に
よ
る
他
人
に
対
す
る
一
定
の
強
制
の
行
使
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
当
該
強
制
の
性
質
に
関
し

て
、
身
体
的
強
制
（
g
E
S
E
Z
Z

可
巴
告
。
）
と
精
神
的
強
制
（g
E
S
E
Z
B
R
m
Z

）
を
区
別
す
べ
き
理
由
は
存
在
し
な
い
。
確

か
に
、
同
意
の
暇
抗
（
己
8

含

8
5
8
Z
5
3
5

し
か
引
き
起
こ
さ
な
い
精
神
的
強
迫
（

d
E
8
8
B
2
m
F

）
と
異
な
っ
て
、
身
体

的
強
迫
（
己
。
－8
8
Z
M
可
也
告
。
）
か
ら
は
同
意
の
完
全
な
不
存
在
（m
g
g
S
S
E

－
。
号
8
5
8
Z
5
3
5

と
い
う
状
況
が
起
こ
り
、

絶
対
無
効
（
E
E
忠
与

g
z
o
）
に
よ
り
制
裁
さ
れ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
概
念
的
区
別
は
認
容
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
意
の
不
存
在
は
相
対
無
効
（

E
E

忠
司
己
主
2
0
）
に
よ
り
制
裁
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
身
体
的
強
迫
に
お
い
て
も
精
神
的
強
迫
に
お
い
て
も
、
傷
つ
け
ら
れ
た
の
は
同
意
の
自
由
（

5
2

広
含
の
8

・

フランス民法における強迫（violence）の概念

ω
g
Z
5
8
5
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
病
者
や
高
齢
者
の
場
合
と
同
様
に
、
強
迫
（
〈
E
0
5
0
）
の
場
合
、
不
存
在
の

（
担
）

同
意
と
自
由
で
な
い
同
意
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
結
局
、
強
制
は
、
同
時
に
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
で
あ
り
得
る
。

引
山
田
A山
口m
w
σ
σ
ロ
4
v

強
迫
（
4
E
8
8

）
と
は
、
直
接
の
身
体
的
強
迫
（
己
己
8
8
B
3
5
5
e
5
2
0

）
に
よ
ろ
う
と
、
よ
り
一
般
に
脅
し
（

B
8

・

R
g

）
に
よ
ろ
う
と
、
契
約
者
を
契
約
す
る
こ
と
に
強
制
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
こ
と
で
あ
る

（
お
）

s

－o
）
〕
。

〔
精
神
的
強
迫
（
己
己88
g
p
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決
定
的
か
つ
違
法
な
強
迫

462 

害
悪
に
つ
い
て
｜
｜
多
大
か
つ
現
在
の
害
悪
（
ヨ
ω
一8

コ
ω
5
5
5

ミ

s
o
g
－
－

（一）

多
大
な
害
悪

強
迫
は
、
錯
誤
や
詐
欺
と
並
ぶ
同
意
の
暇
庇
と
し
て
、
そ
れ
が
被
害
者
に
契
約
す
る
こ
と
を
決
心
さ
せ
る
場
合
に
の
み
、
契
約
の

無
効
を
も
た
ら
す
。
こ
の
場
合
の
畏
怖

2
5
E
Z
）
は
、
強
迫
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
契
約
は
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
程
度
の

（
担
）

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

畏
怖
の
強
度
（
m
g
i芯
含

E
Q

包
ロ
件
。
）
に
関
し
て
は
、

（
部
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
一
二
条
が
そ
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

本
条
で
は
二
つ
の
基
準
が
示
さ
れ
て
お
り
、

一
項
に
お
い
て
は
、
中
位
に
威
圧
さ
れ
得
る
不
特
定
の
契
約
当
事
者
（
S
g

ロ
可
R
E

g
己
目
。
可8
5
B
g

三
日
間
】
『
g

位
。
ロ
ロm
E
O）
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
通
常
人
（

U
2
ω
。
5
0
5

町
。
ロS
E
O
）
」
を
基
準
に
、
抽
象
的
・

一
般
的
に
評
価
さ
れ
、
二
項
に
お
い
て
は
、
反
対
に
、
強
迫
を
受
け
た
特
定
の
契
約
当
事
者
（

r
g
E
5
2
8
5

に
つ
き
、
そ
の
年

齢
・
性
別
お
よ
び
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
具
体
的
・
個
別
的
に
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

（
部
）

は
、
前
者
が
ロ
l

マ
法
の
沿
革
を
そ
の
理
由
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
ロ

l

マ
法
の
基
準
が
厳
し
す
ぎ
る
と
の
ロ
。
自
己
や

司
2
E
2

の
批
判
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
起
草
者
が
追
随
し
た
結
果
で
あ
る
。

一
見
相
互
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
基
準

。
ω
ロ
【r
w
B
Z
に
よ
れ
ば
、

一
項
に
お
い
て
、
強
迫
が
契
約
を
無
効
に
し
得
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
強
度
の
最
大
限
〔
極
限
〕
（
『

B
m
w民
自
己
宮
内
田W
E
R
E
－
芯
）
が
一
不
さ
れ
る
。つ
ま
り
、
被
害
者
が
並
外
れ
た
力
窓
口
2

色
。
R
8
1
z
g
色
。
）
を
有
す
る
場
合
で
も
、

強
迫
が
通
常
人
の
男
性
（
Z
5
5
0
2
e

ロ
包
括
）
を
威
圧
し
得
る
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
項
は
、
常
に

充
足
的
な
強
度
（
色
。m
芯
円

F
E
o
s
－
広
）
が
、
必
然
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
付
加
す
る
。
つ
ま
り
、
通
常
人
の
男
性
に
対
し
て
影
響

の
な
い
畏
怖
は
、
女
性
・
高
齢
者
お
よ
び
病
者
に
対
し
て
は
決
定
的
な
重
要
性
を
与
え
得
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
強
迫
が
同
条
一
項



ロ
ー
マ
法
理
論
に
対
す
る
新
た
な
前
進
で
あ
り
、

で
定
め
ら
れ
た
最
低
限
に
達
し
な
く
て
も
、
契
約
は
無
効
に
さ
れ
得
る
。
こ
れ
は
、

（
訂
）

そ
れ
だ
け
人
間
的
に
な
り
緩
和
さ
れ
る
。

富
山W
N
g
E’z
n
z
t
g

は
、
被
害
者
に
と
っ
て
、
強
迫
が
通
常
人
た
る
契
約
者
を
決
心
さ
せ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
重
要
で

あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
証
明
に
成
功
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
強
迫
が
彼
〔
契
約
者
〕
自
身
を
個
人
的
に
決
心
さ
せ
た
こ
と
を
証
明
す

（
却
）

一
一
一
二
条
で
は
、
重
畳
的
に
、
抽
象
的
か
つ
具
体
的
な
二
重
の
評
価
を
可
能
に
し
て
い
る
。

る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
一
一
一
一
条
一
項
・
二
項
の
関
係
に
つ
い
て
理
論
的
に
説
明
す
る
の
は
、
担
。c
P
K
F
E
Z
－

2
ω
雪
山
口

M円
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

フ
ォ
l

ト

n
pミ
ぬ
）
を
抑
圧
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
場
合
の
畏
怖
に
は
客
観
的
に
十
分
な
強
度
が
要
求

さ
れ
る
。
他
方
で
、
二
項
に
つ
い
て
は
、
同
意
の
自
由
（

h
t
ミ
ご
E
8
5
8
R
B
8
5

を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
観
的

（
却
）

か
つ
具
体
的
に
規
律
さ
れ
る
。

一
項
に
つ
い
て
は
、

フランス民法における強迫（violence）の概念

（
却
）

判
例
で
は
、
詐
欺
と
同
様
、
畏
怖
も
個
別
的
・
具
体
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
無
効
を
主
張
す
る
者
が
、
実
際

（
但
）

に
（
《
添
え
な
ぬSS
H
）
、
畏
怖
の
下
に
あ
っ
た
か
否
か
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
よ
り
、
多
大
な
害
悪
（
自
己

8
5
E
b
s
z
o
）
と
い
う
表
現
は
、
脅
し
（
B
g
R
O

）
が
同
意
を
強
要
す
る
た
め
に
十
分
に
重

大
（
m
g
S

）
で
あ
っ
た
か
否
か
の
探
求
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
決
定
的
な
強
制
（
g
E
S
E
Z

門5
2
E
S

ロ
件
。
）
の
概
念
を
示
す
も

（
位
）

の
で
あ
る
。
強
迫
も
同
意
の
暇
庇
で
あ
る
以
上
、
錯
誤
や
詐
欺
と
同
様
に
、
同
意
を
決
定
づ
け
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
迫

（
却
）

が
決
定
的
（
島
公
2
E
S
E

）
で
な
け
れ
ば
、
契
約
の
有
効
性
（
g

－E
志
向
吉

g
E
5
5

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
、

強
迫
が
そ
の
被
害
者
を
威
圧
し
て
契
約
す
る
決
心
を
さ
せ
得
る
以
上
、
こ
の
強
迫
が
厳
密
に
何
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
は
重
要
で
は
な

（
叫
）

く
、
精
神
的
・
身
体
的
ま
た
は
財
産
的
な
害
悪
の
畏
怖
か
ら
生
じ
得
る
。

口
現
在
の
害
悪

463 

一
二
条
で
は
、
害
悪
（
B

巳
）
が
現
在
（
宵
宮
o
E
）
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
字
義
ど
お
り
に
理
解
す
る
と
、
脅
し



（B
O

ロ
m
R
O
）
の
実
行
が
即
時
で
あ
る
場
合
に
し
か
、
脅
し
は
強
迫

2
5
－8
8

）
を
構
成
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場

464 
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合
の
害
悪
は
、
必
然
的
に
、
脅
し
（

g
g
R
O

）
よ
り
後
の
害
悪
、
す
な
わ
ち
、
将
来
の
害
悪
（
自
己

E
Z

円
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
必
）

い
。
な
ぜ
な
ら
、
害
悪
の
実
現
は
、
被
害
者
に
よ
る
契
約
の
承
諾
の
拒
絶
に
依
存
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
現

（
必
）

で
あ
る
。

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
畏
怖

2
5
E
Z
）

ロ
ー
マ
法
で
は
、
さ
ミ
相
号
、
ミ
S
S

句
に
よ
り
、
契
約
時
に
抱
か
れ
た
畏
怖
（
の
B
E
Z
E

岳
町
b
o
g
B
。
5
2

丹
内
田
口gE
S

同
）
と
い

（
幻
）

う
意
味
で
現
在
の
害
悪
（
の
B
E
Z
R
Z

色
。
）
を
要
求
し
た
。
畏
怖
が
契
約
時
に
存
在
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
遅
れ
た
脅
し
も
即
時

の
脅
し
も
同
様
に
強
迫
と
な
る
。
両
場
合
に
、
ロ
ー
マ
法
の
意
味
で
の
選
ミ
柚
号
、
ミ
S
S
ω

が
存
在
す
る
。

の
必
要
性
は
、
強
迫
の
決
定
的
性
質
（
S
5
2
P
R

乱
含
2
E
S
E

）

（
川
崎
）

畏
怖
が
契
約
時
に
存
在
す
る
場
合
に
し
か
、
強
迫
は
同
意
を
も
た
ら
し
得
な
い
。

の
帰
結
で
あ
る
。

現
在
の
畏
怖
（
白
色
ロ
件
。
買
な
g

同
）

つ
ま
り
、

一
一
一
一
一
条
で
は
、
強
制
が
同
意
時
に
畏
怖
を
抱

か
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
、
強
制
が
同
意
に
対
し
て
影
響
力
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
、
強
迫
が
決

（
特
）

定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2 

畏
敬
（
の3
5
5

芯
〈
恥
「2
2
0

＝
。
）
と
〈5

一2
0
0

喜
志
5
5

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
選
ミ

S

は
犯
罪
（
念
宮
志
5

日
）で
あ
っ
た
た
め
、
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
強
迫
（

4
E
8
8

ミ
ミ
3
8

～v。
受
認
さ
。
ミ
的
）のみ
が
考
慮
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
法
に
お
け
る
強
迫
は
同
意
の
暇
庇
で
あ
る
た
め
、
強
迫
が
同
意
の
自
由
を

奪
う
限
り
、
そ
の
正
当
性
や
違
法
性
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
強
迫
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た

の
は
ロ
。
宮
町
民
で
あ
っ
た
が
、
同M2
E
R
は
ロ
l

マ
法
の
概
念
に
回
帰
し
、
違
法
な
強
迫
の
み
を
考
慮
し
た
。
つ
ま
り
、
強
迫
（
4
Z
E

（
印
）

】g
g

）
は
常
に
違
法
で
あ
る
が
、
畏
怖
を
生
じ
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
脅
し
は
正
当
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
強
迫
は
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
限
り
制
裁
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
法
文
上
お
よ
び
判
例
上
の
二
方
向
に
お
い
て
明
白
で



（
日
）

あ
る
。
法
文
上
の
明
白
な
根
拠
と
な
る
の
が
、

（
臼
）

一
四
条
の
規
定
で
あ
る
。
本
条
の
畏
敬
（
の
B
E
Z

芯
芯
円
。
ロ
・

フ
ラ
ン
ス
民
法
一

。
－o
－F
）
と
は
、
両
親
や
そ
の
先
の
尊
属
を
立
腹
さ
せ
る
と
い
う
子
の
畏
怖
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
同
条
は
、
そ
の
畏
怖
に
よ
り
、

両
親
や
尊
属
に
意
欲
さ
れ
た
契
約
を
締
結
す
る
場
合
を
想
定
す
る
。
心
理
的
に
は
そ
の
よ
う
な
畏
怖
も
決
定
的
で
あ
り
得
る
が
、
そ

れ
は
、
正
当
と
判
断
さ
れ
る
道
徳
的
権
威
（

g
g
E

芯
B

。
B
Z
）
の
行
使
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
尊
属
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
点

フランス民法における強迫（violence）の概念

は
存
在
し
な
い
た
め
、
契
約
は
無
効
と
な
ら
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
意
が
、
単
な
る
畏
怖
、
す
な
わ
ち
、
単
な
る
道

徳
的
権
威
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
条
に
お
い
て
「
強
迫
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
（

8
5

告

d
q一
色

（
回
）

2

号

i
。
－g
g
a
2

の
か
⑦
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
尊
属
の
側
で
の
真
の
強
迫
が
付
加
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
は
無
効
と
な
り
得
る
。

（
臼
）

例
え
ば
、
殴
打
（
8

与
ω
）
や
特
有
の
脅
し
（
B
g
R
2
8
5
2
b
E

怠
g

）
な
ど
の
狭
義
の
強
迫
（
4
E
8
8
ω

胃
8
3
5
8

二
宮

ω
）
、

（
日
）

真
の
強
迫
（
芯
ユ
g
g
o
i
。
－8
8

）
や
虐
待
（
ω
b
i
g
ω）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
は
無
効
と
な
る
。
以
上
よ
り
、
一
一
一
四

条
に
関
し
て
、
身
体
的
強
迫
（
己
。
－8
8
Z

可
巴
告
。
）
は
常
に
違
法
で
あ
り
、
契
約
は
無
効
と
な
る
が
、
精
神
的
強
迫
（
己
己8
8

（
回
）

5
2

色
。
）
は
一
定
の
条
件
の
下
で
正
当
と
考
慮
さ
れ
得
る
た
め
許
容
さ
れ
る
結
果
、
契
約
は
無
効
と
な
ら
な
い
。

四

結
び
に
代
え
て

区
別
の
二
重
性
l
i

強
迫
類
型
ま
た
は
脅
し
の
手
段
（
害
悪
の
種
類
）
｜
｜

（一）

強
迫
類
型
と
し
て
の
区
別フ

ラ
ン
ス
法
で
は
、
身
体
的
強
迫
（
丘
己
8
8
B

可
也
告
。
）
と
精
神
的
強
迫
（
己
己S
8
B
R

巳
⑦
）
の

区
別
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
両
区
別
は
、
強
迫
の
効
果
（
制
裁
）
と
の
関
係
で
、
同
意
を
欠
く
た
め
絶
対
無
効
と
な
る
強
迫
類
型

（
身
体
的
強
迫
）
と
、
同
意
を
暇
庇
化
す
る
の
み
で
あ
る
た
め
相
対
無
効
と
な
る
強
迫
類
型
（
精
神
的
強
迫
）
の
こ
と
を
示
す
。
こ
れ

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

465 



に
対
し
、
無
効
理
論
と
の
関
係
で
、
被
害
者
保
護
が
目
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
効
果
を
相
対
無
効
に
一
本
化
す
べ
き
と
の
議
論
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が
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
強
迫
類
型
と
し
て
両
区
別
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、

い
か
な
る
強
迫
手
段
を
念
頭
に
置
い
て
各
類
型

を
考
慮
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
ω
g
R
F
問
。
－g

品
。
件
目
。
三
円
は
、
拷
問
下
で
締
結
さ
れ
る
契
約
を
身
体
的
強
迫
の
一

例
と
し
て
挙
げ
る
が
、
者
包
ロ
2
1
「2

芯
で
は
、
同
一
事
例
を
精
神
的
強
迫
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
議
論
と
し
て
一
貫
性
が

あ
る
と
は
い
え
な
い
。

（二）

脅
し
の
手
段
（
害
悪
の
種
類
）
と
し
て
の
区
別

効
果
（
制
裁
）
を
異
に
す
る
身
体
的
強
迫
と
精
神
的
強
迫
の
区
別
と
は
別
に
、
同
意
の
暇
庇
と
し
て
の
強
迫
の
た
め
に
用
い
ら
れ

た
手
段
（
目
。
ヨ
ロωo
g

－L
。
志ω
）
あ
る
い
は
意
思
に
影
響
を
与
え
る
方
法
（
胃
。
怠
門
広
）
と
し
て
、
両
区
別
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
。

冨
巳
m
w
R
ぽ

2
K
F
3
2は
、
身
体
的
手
段
（
富
。
ヨ
ロ
ω

司
｝
弓
巴
A
E
g
）
と
精
神
的
手
段
（
自
。3
5
B
2
2

凶
）
の
区
別
は
重
要
で
は
な

く
、
経
営
者
の
監
禁
（
ω
2
5
2
5
t。
ロ
仏J
5
3
可
。
ロ
）
の
よ
う
な
身
体
的
手
段
（5
0
3
5
Z
3
5
5
ω）
も
、
精
神
的
苦
悩
や
宗
派

（
町
）

へ
の
依
存
の
よ
う
な
精
神
的
手
段
（
自
。35
B
2
2

凶
）
も
、
同
意
の
暇
庇
と
し
て
の
強
迫
と
な
る
と
述
べ
る
。
当
色
－
z

→
2

芯

も
、
被
害
者
を
動
揺
さ
せ
得
る
害
悪
が
、
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
な
種
類
で
あ
り
得
る
の
と
同
様
に
、
不
適
切
な
処
遇
（

B
E
S

首

可
巳
Z
g
g
g

）
に
よ
り
、
ま
た
は
、
脅
し
（

5
8
R
P
E
江
田
区
民
吉
ロ
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
場
合
、
強
迫
は
制
裁
さ
れ
る
と
述
べ

（
開
）

る
。者

包
ロ
Z
H

，

2

円
か
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
害
悪
の
種
類
へ
の
言
及
で
も
あ
り
、
一
般
化
す
る
と
、
死
・
殴
打
・
監
禁
の
脅

（
印
）

し
と
い
っ
た
身
体
的
な
種
類
、
名
誉
棄
損
や
中
傷
の
脅
し
と
い
っ
た
精
神
的
な
種
類
、
な
ら
び
に
、
金
額
や
職
業
的
地
位
を
失
う
と

（
印
）

の
脅
し
に
見
ら
れ
る
金
銭
的
な
種
類
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
身
体
的
強
迫
（
己
中

一
般
的
に
、
被
害
者
に
向
け
ら
れ
た
脅
し
の
害
悪
が
、
死
・
殴
打
・
監
禁
ま
た
は
食
事
の
剥
奪
と
い
っ
た

（
臼
）

そ
れ
自
体
身
体
的
な
種
類
で
あ
る
諸
場
合
を
指
し
示
す
た
め
に
総
称
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。

目
。
ロ
の
O
H｝
F
M
1
ω
－D
C
m
w）
は
、



以
上
よ
り
、
身
体
的
強
迫
（
己
己
8
8

吾
可
巴
告
⑦
）
は
、
身
体
的
手
段
や
身
体
的
種
類
の
害
悪
を
指
す
概
念
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら

の
手
段
の
行
使
あ
る
い
は
害
悪
の
発
生
が
将
来
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
被
害
者
の
身
体
で
は
な
く
被
害
者
の
意

（
臼
）

思
が
従
属
さ
れ
る
強
制
定
。
己
B
E
R

）
と
な
り
、
害
悪
の
実
現
か
契
約
の
締
結
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
か
ら
、
結
果
的
に
、
精
神

的
な
強
制
（
g
E
S
E
Z
B

。
s
r

）
を
通
じ
て
し
か
同
意
の
暇
庇
た
る
強
迫
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。

2 

「
将
来
の
害
悪
（
ヨ
ω一
E
E

「
）
」
と
脅
し
の
手
段
（
害
悪
の
種
類
）
と
の
関
係

（
回
）

精
神
的
強
迫
が
決
定
づ
け
る
同
意
の
取
庇
は
畏
怖
（
ミ
Q
S
な
）
で
あ
り
、
畏
怖
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
強
迫
の
構
成
要
素
と
し

（
倒
）

の
存
在
が
必
須
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
害
悪
そ
れ
自
体
は
、
強
迫
者
に
よ
り
意
欲
さ
れ
た
契
約
締
結
等
の
拒
絶

て
、
脅
し
（
き
S
Q
Q

）

を
契
機
と
し
て
条
件
的
に
発
生
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
、
必
然
的
に
将
来
生
じ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
少
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な
く
と
も
脅
し
（
B
g
R
O

）
以
前
に
害
悪
（
自
己
）
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
同
意
時
に
現
在
す
べ
き
な
の
は
畏
怖
で
あ
り
、
個

別
的
に
判
断
さ
れ
る
害
悪
の
多
大
性
と
と
も
に
、
強
迫
が
、
同
意
の
暇
庇
と
し
て
契
約
を
無
効
に
す
る
原
因
と
し
て
、
決
定
的
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
要
素
と
な
る
。
強
迫
が
決
定
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
被
害
者
に
お
い
て
同
意
と
同
時
に
抱
か
れ
た
畏

怖
が
、
精
神
的
・
身
体
的
ま
た
は
財
産
的
な
種
類
の
う
ち
い
ず
れ
の
害
悪
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
脅
し
の
手
段
に
関
し
て
、
冨

m
w
E
C
E
0
2
k
r
可
H
M
gは
、
経
営
者
の
監
禁
（

ω
2
5
E
g
t
s
q
s

B

可
。
ロ
）
と
い
う
身
体
的
手
段
（
ヨ
ミg
ω
Z
3
E
c
g）
に
言
及
し
、
ま
た
、
当
色
－
2
H

，2

芯
に
至
っ
て
は
、
「
不
適
切
な
処
遇

（B
m
E
S
F
ω可
m
t
z
s
g
g
）
に
よ
り
、
ま
た
は
、
脅
し
（

B
g
R
P
E
E
S
E
a
－
。
ロ
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
場
合
」
と
述
べ
、
脅
し

（B
g
m
W
8

）
と
は
別
形
式
と
し
て
〔
「
脅
し
（
B
g
m
S

）
」
が
起
こ
ら
な
い
形
式
と
し
て
〕
、
前
者
の
「
不
適
切
な
処
遇
（
5
2
g

宮

可
巳
Z
g
g
g

）
」
を
観
念
す
る
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
思
己
与
g

同
も
、
強
迫
（
i
a
o
R
O
）
と
は
、
直
接
の
身
体
的
強
迫
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（4
E
目
。
口
。
。
司
F
M可
忠
告H
o
e
2
2
2
に
よ
ろ
う
と
、

よ
り
一
般
に
脅
し
（
s
g
R
g

）
に
よ
ろ
う
と
、
契
約
者
を
契
約
す
る
こ
と
に
強



（
臼
）

制
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
こ
と
で
あ
る
〔
精
神
的
強
迫
（
〈
互
8
8
5
2
m
F

）
〕
と
定
義
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
当
巴
ロ2
寸
2

芯

と
同
様
に
、
（
一
般
の
）
脅
し
（B
S
R
O

）
と
は
別
形
式
と
し
て
「
直
接
の
身
体
的
強
迫
」
を
捉
え
て
い
る
ほ
か
、
こ
の
場
合
の
身

（
前
）

体
的
強
迫
が
「
直
接
的
（
込
町2
g

）
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
勘
案
す
る
と
、
強
迫
（
己
己
8
8

）
が
、
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契
約
締
結
等
の
拒
絶
を
条
件
と
し
て
発
生
す
る
「
将
来
の
害
悪
」
に
関
す
る

5
8
R
O

の
存
在
を
前
提
と
す
る
と
い
う
命
題
は
崩

れ
る
。

3 

違
法
性
と
の
関
係

畏
敬

2
5
E
Z
芯
芯
円
O
R
E
－o
）
と
の
関
係
で
論
じ
た
よ
う
に
、
i
。
－8
8

司
F
u
a
Z
5の
存
在
は
、
畏
敬
（
2
0

百
件
。
芯
芯
円
。
ロ
・

巳
色
。
）
と
い
う
明
文
の
根
拠
を
有
す
る
正
当
な
精
神
的
強
制
に
対
し
直
ち
に
違
法
性
を
付
与
し
契
約
を
無
効
と
す
る
。
さ
ら
に
、

冨
m
w
N
g
E’Z
ゎ
g
g
ω

は
、
例
え
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
う
者
が
そ
の
よ
う
な
脅
し
を
実
行
す
る
権
利
を
有
し
な
い
場
合
、
精
神
的

強
迫
が
存
在
す
る
と
い
う
。
債
権
者
が
差
押
え
を
行
う
と
し
て
債
務
者
を
脅
し
、
こ
の
圧
迫
の
下
で
、
約
束
を
獲
得
し
得
る
場
合
、

身
体
的
強
迫
で
脅
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
被
用
者
が
使
用
者
を
ス
ト
ラ
イ
キ
で
脅
し
得
る
場
合
、
不
法
監
禁
・
虐
待
ま
た
は

（
町
）

不
法
占
拠
に
よ
り
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
よ
り
、
身
体
的
強
迫
で
脅
す
場
合
に
は
必
ず
違
法
な
強
迫
と
な
り
、
ま
た
、

権
利
者
で
は
な
い
権
利
を
行
使
す
る
と
し
て
脅
す
場
合
に
は
、
精
神
的
強
迫
が
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
身
体
的
強
迫

と
精
神
的
強
迫
は
、
先
に
述
べ
た
「
脅
し
の
手
段
（
害
悪
の
種
類
）
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

4 

ス
ペ
イ
ン
系
の
民
法
典
と
の
接
続

本
稿
は
、

ス
ペ
イ
ン
系
の
民
法
典
の
強
迫
規
定
に
お
い
て
、
「
暴
力
（

i
。
－g
a
m
＼
E
2
8

）
」
と
「
脅
し

B
F
a
。
）
」
と
い
う
二
種
類
の
区
別
が
存
在
す
る
こ
と
を
発
端
と
し
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
ロ
l

マ
法
に
お
い
て
ミ
さ
と
選
ミ
ミ
き
の
区

E
E
S
E
m呂
志
ロ
＼



フランス民法における強迫（violence）の概念

別
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
二
種
類
の
区
別
が
存
在
す
る
形
式
の
方
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
の
下
、

類
の
強
迫
を
規
定
す
る
民
法
と
何
が
違
う
の
か
を
探
求
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
素
材
に
そ
の
強
迫
概
念
を
検
討
し
て
き
た
。

一
八
五
一
年
ス
ペ
イ
ン
民
法
草
案
九
九
O
条
に
お
け
る
「
暴
力
（
己
己
g

巳
ω

）
」
と
「
脅
し
（
Z
E
E
－e
巳
宮
）
」
の
区
別
に
関
連

し
て
、
ゴ
イ
ェ
ナ
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
民
法
が
、
己
色
。
ロ
の
冨
の
一
語
の
み
を
用
い
、
そ
れ
に
畏
怖
（
自
町
内
目
。
）

（
侃
）

を
包
含
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
己
。
－

o
ロ
8

で
は
な
く
そ
れ
に
よ
り
生
じ
る
畏
怖

（
のB
E
Z

）
が
同
意
の
暇
庇
を
引
き
起
こ
す
と
の
説
明
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
三
。
－
2
8

司
F
3
5
c
oと
己
。
－8
8
5

。
S
F

の
区
別
の
二
重
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
丘
。
－8
8

に
よ
っ
て
も
、
同
意
の
暇
庇
が
生
ず
る
可
能

性
を
指
摘
し
得
る
。
ゴ
イ
ェ
ナ
が
述
べ
る
畏
怖
（
包
色
。
）
の
形
式
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
系
の
民
法
典
に
お
け
る
「
脅
し
（

E
E
S
E
m－

a
S

）
」
の
形
式
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
確
か
に
、
脅
し
（
5
8
R

之
宮
t
E
e
t

。
ロ
）
の
存
在
を
前
提
に
、
被
害
者
に

お
い
て
、
将
来
の
大
き
い
害
悪
と
小
さ
い
害
悪
の
選
択
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
「
暴
力
（
己
己

g

巳
ω
）
」

の
形
式
に
お
い
て
は
、
「
同
意
を
奪
い
取
る
た
め
に
抵
抗
不
可
能
な
暴
力
（

E
2
N
m
』R
g
E

至
。
）
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
暴
力

（
的
）

（
乱
。
－
g

巳
ω

）
が
存
在
す
る
」
の
で
あ
り
、
脅
し
（
E
g
R

立
E
E
S
E
R

－
ひ
ロ
）
を
前
提
と
し
た
畏
怖
（
白
色
己
主
日
町
内
目
。
）
の
発
生
を

待
た
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
本
来
的
に
正
当
で
あ
る
畏
敬

2
5
E
g
芯
芯

B
R
E
r

）
や
法
律
上
の
権
利
行
使
に
際
し
て
、

丘
己
8
8
U
F
可
位
。5

を
用
い
る
と
直
ち
に
違
法
と
な
る
の
は
、
「
暴
力
（

4
E
g
a
m

）
」
の
形
式
に
お
い
て
よ
り
良
く
理
解
可
能
で

（
河
）

あ
る
。

種

（1
）
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
法
典
と
わ
が
国
の
民
法
典
が
と
も
に
大
陸
法
系
で
あ
り
、
同
じ
西
洋
法
圏
に
属
す
こ
と
に
加
え
、
と
も

に
西
洋
法
の
継
受
固
と
し
て
同
等
の
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
木
雅
夫
『
比
較
法
講
義
』
一
二

O
頁
、
一
三
五
頁
、

一
六
五
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。
法
継
受
お
よ
び
外
国
法
の
摂
取
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
己
編
『
外
国
法
と
日
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本
法
〔
岩
波
講
座
現
代
法
日
〕
』

参
照
。

（2
）
西
賢
「
比
較
法
の
課
題
』
二
二
頁
以
下
（
晃
洋
書
房
、
一
九
七
二
年
）
。

（3
）
K
F
H
A
ω

ロ
仏
円
。
のd
N
呂
k
r
Z回
河
口
，o
w同
町
件
。
江m
w品
。
宮
の
。
門
出
向
片

ω
の
芯
ロ
巳
i
－
o
ロ
円
σ
2
。
ω
E
h山
立
のp
z
m
d可何
回
円
5

・
N
c
c
p古
島
問
－
E
H
M可

ω
ω
・
同
】m
v
m
・
一
戸
印
H
山
、ω
ω
・

（4
）
拙
稿
「
「
第
三
者
の
詐
欺
」
と
「
第
三
者
の
強
迫
」
の
区
別
に
関
す
る
批
判
的
検
討

l

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
法
典
を
参
考
に

｜
」
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
編
「
慶
磨
の
法
律
学
民
事
法
｜
慶
麿
義
塾
創
立
一
五

O
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』
一
九
七
頁
以
下
（
慶
雁

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
O
O
八
年
）
。

（5
）
司
o
－
ヨ
是
リ
σ

〉
民
円
。
仏
国g
E

〈
k
r
Z耳
切
叶
叶
開
戸F
g

。
宮
応
巳
芯
ロ
ω

（
司
自
色
。
2
2

・
8

巳
g
m
百
件
コ
号
z
－
店
内
宮
島
円
。
芹
g
B

包
ロ
旦

－m
H
b包
ω
－m
t。
ロ
品
。
』
ロ
ω
江
口
町
ロ
）
L
・
N

・
N
o
b
p・
司
州WE
P
H
2
0
・
℃
－H
ω印
（ω
匂
印
）
一
d
g
F己
ロ
。
k
r
F
d〉
間
関
N
ω
口
〉
間
開N
・
巴
口
。
問
。
丘
。
』
ロ
・

広
島
8
8

品
。
円
。
各
。gB
S

。
・
富
山
丘
ユ
仏
・
5
E

・
回
忌mω・
吋O
l
a
・

強
迫
を
原
因
と
す
る
訴
権
（
R
H
芯
き
ミ
s
s
s
b

）
に
関
す
る
ロ
i

マ
法
の
起
源
は
、
紀
元
前
八
O
年
頃
の
法
務
官
オ
ク
タ
l

ウ
ィ
ウ

ス
の
方
式
書

Q
ミ
達
制

h
E
Oミ
S
R
ミ
主
で
あ
る
。
彼
は
、
強
迫
者
を
相
手
方
と
し
て
、
強
要
さ
れ
た
財
産
の
四
倍
額
を
求
め
る
罰
金
訴

権
を
導
入
し
た
。
同
方
式
書
で
は
、
「
暴
力
ま
た
は
（
お
よ
び
）
強
迫
に
よ
り
奪
取
す
る
」
（
宮
、
足
遺
S
H

〔
あ
る
い
は
ミ
〕
遠
足N
S
R
s

・

－P
ミ
ぬ
）
と
い
う
文
言
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
務
官
は
こ
の
文
言
に
よ
っ
て
、
強
迫
、
す
な
わ
ち
中
世
法
律
学
で
絶
対
的
な
暴
力

（
肉
体
的
強
制
。
なS
g

宮
古
）
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
強
制
的
な
暴
力
（
精
神
的
強
制
。
なS
菩
』g
E
S

）
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
言
い

表
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
（
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ユ
ル
ツ
、
早
稲
田
大
学
ロ

l

マ
法
研
究
会
（
佐
藤
篤
士
監
訳
）
「
古
典
期
ロl
マ
私
法

（
珊
）
第
五
部
債
権
債
務
関
係
の
法
」
早
稲
田
法
学
五
八
巻
二
号
（
一
九
八
三
年
）
六
O

一
頁
）
。
同
様
の
点
に
つ
き
、
船
田
享
二
「
ロ

ー
マ
法
第
三
巻
』
四
五
二
頁
〔
脚
注
（
l

）
〕
（
岩
波
書
店
、
改
版
、
一
九
七O
年
）
お
よ
び
マ
ッ
ク
ス
・
カ
l

ザ
l

、
柴
田
光
蔵
訳
『
ロ

ー
マ
私
法
概
説
』
九
二
頁
（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
を
参
照
。

（6
）
ロ
巳
B
ω

丘
。
〈
何
戸
別N
ω
k
r同
∞
司
回
一
円
ロ
問
。
σ
0
2。
開
問
Z
開
∞
同
，
O
の
間
関
（
U
O
（

ω
C
H
V・
）
喝
の
ひ
《
出
向
。
（
U
守
口
乱
。
－

m

問
。
℃Eu－
－S
K
戸
円
向
。
ロ
昨
日
目

ロ
ω
可
F
o
m
z
m巳
ひ
ロ
ハ
リ
。
百
円
】
】
⑦
目
。
己

R
F
N
句
”
。
仏J
回
口
。
ロ
。ω
K
F宵
2

・
忌
∞0
・
℃
・N
N
0・

（7
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
4

）
、
二
三
六
頁
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ボ
ア
ソ
ナ
l

ド
民
法
草
案
三
三
四
条
に
お
い
て
、
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二
三
頁
以
下
〔
沢
木
執
筆
〕
、

一
五
九
頁
以
下
〔
野
田
ほ
か
執
筆
〕
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
を

一
項
の
「
強



フランス民法における強迫（violence）の概念

暴
（
ボ
ワ
l

、
ド
、
フ
エ

l

）
」
と
三
項
の
「
脅
迫
（
ム
ナ
l

ス
）
」
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
「
承
諾
ヲ
除
去
ス
ル
暴
行
」
で
あ
り
、

後
者
は
「
承
諾
ヲ
暇
瑳
ニ
ス
ル
暴
行
」
で
あ
っ
た
（
星
野
英
一
、
ボ
ア
ソ
ナl
ド
民
法
典
研
究
会
編
『
ボ
ア
ソ
ナ
l

ド
氏
起
稿
再
開
民
法

草
案
財
産
編
第
三
巻
』
九
四
頁
、
一
七
四
頁
（
雄
松
堂
、
二

0
0
0

年
）
を
参
照
）
。
な
お
、
こ
の
区
別
は
後
掲
注
（8
）
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
民
法
に
お
け
る
区
別
と
対
応
す
る
。

（8
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
で
は
、
身
体
的
強
迫
（

g
R
S
。
同E
S

）
〔
二
四
六
条
〕
と
精
神
的
強
迫
（
g
R
S
。
B
2

巳
）
〔
二
五
五
条
〕

を
区
別
す
る
。
両
区
別
の
存
在
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
ハ
イ
ン
・
ケ
ッ
ツ
、
潮
見
佳
男
、
中
田
邦
博
、
松
岡
久
和
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

契
約
法
I

』
三
九
六
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
九
年
）
。

（9
）
E
。
B

ロ
巳
。
の
〉
問
。H
b
F
v
。
。
ペ
開Z
〉
w
n。
ロ
g
E
m
wロ
巳
g

・
5
2
2
2

可
8
5
0

ロ
g

ユ
。
ω
品
。
一
戸
の
ひ
門
出
問
。
巳

i
－
g

回
出
一
回
。
ァ
？

H
H
F宮
中

門
目
立
門
戸
］
｛
∞
印

N
・
同
｝m
v
m
－
N
N
M
『
ω
ω
・

ゴ
イ
ェ
ナ
は
、
「
ロ
l

マ
法
は
も
と
も
と
両
方
の
文
言
を
用
い
、
後
に
、
畏
怖
（
自
ぽ
品
。
）
の
文
言
に
限
定
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
古
法
で

あ
る
七
部
法
典
（
司ω
Z
E
S
）
お
よ
び
フ
エ
ロ
・
フ
ス
ゴ
（
司5
8

』
民
間
。
）
も
両
概
念
を
使
用
し
た
」
と
述
べ
、
両
区
別
が
起
源
と
し

て
は
ロ
l

マ
法
に
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
民
法
草
案
へ
の
直
接
的
な
影
響
は
ス
ペ
イ
ン
古
法
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
現
行
ス
ペ
イ
ン
民
法
は
、
一
八
八
一
年
草
案
を
基
礎
と
し
て
一
八
八
九
年
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ロ
レ
ン
シ

オ
・
ガ
ル
シ

l

ア
・
ゴ
イ
ェ
ナ
（
司
Z
Z
ロ
己
。
。
ω
R
E
の
。
三
一
口
問
）
に
よ
る
一
八
五
一
年
草
案
は
結
局
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ス
ペ
イ
ン
で
は
、
一
八
一
二
年
の
カ
デ
ィ
ス
憲
法
で
民
法
典
な
ど
の
法
典
化
が
明
文
化
さ
れ
（
同
二
五
八
条
）
、
一
八
四
三
年
に
起
草
委

員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
フ
エ
ロ
（
E
2

。
）
と
呼
ば
れ
る
地
域
特
別
法
と
の
関
係
で
長
期
に
わ
た
り
決
着
が
つ
か
ず
、
最
終
的
な
成
立

ま
で
結
果
的
に
一
世
紀
弱
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゴ
イ
ェ
ナ
草
案
は
、
自
由
主
義
的
な
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
模
範
と
し
、
地
域
特
別
法

（
島2
2
F
。

p
g
】
）
に
配
慮
し
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
特
に
社
会
的
お
よ
び
宗
教
的
な
側
面
で
急
進
的
す
ぎ
る
と
し
て

反
対
さ
れ
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
前
半
ま
で
に
独
立
を
達
成
し
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
民
法
典
制
定
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大

き
か
っ
た
。

（
叩
）
最
判
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
民
集
二
一
巻
一
一
号
一
六
O

一
頁
。
ま
た
、
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
五
月
一

O
日
判
例
時
報
八
六
五
号

八
七
頁
。
な
お
、
四
宮
和
夫
、
能
見
善
久
『
民
法
総
則
』
二
一
二
頁
（
弘
文
堂
、
第
七
版
、
二
O
O

五
年
）
、
佐
久
間
毅
『
民
法
の
基
礎

1

総
則
』
一
七
九
頁
（
有
斐
閣
、
第
3

版
、
二
O
O

八
年
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
「
当
然
無
効
」
が
想
定
さ
れ
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得
る
の
か
、
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
羽
田
さ
ゆ
り
「
「
第
三
者
に
よ
る
強
迫
」
に

関
す
る
一
試
論
」
札
幌
法
学
一
五
巻
二
号
六
頁
（
二
O
O

四
年
）
を
参
照
）
。

わ
が
国
の
民
法
理
論
に
お
け
る
強
迫
概
念
の
区
別
に
つ
き
若
干
述
べ
て
お
く
。
強
迫
と
は
、
違
法
に
害
悪
を
示
し
て
相
手
に
畏
怖
を
生

じ
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
思
表
示
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
（
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義

I

）
』
三
二
二
頁
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）
、
内
田
貴
「
民
法I

総
則
・
物
権
総
論
』
八
七
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
4

版
、
二
O
O
八
年
）
を
参
照
）
。
よ
り
端

的
に
言
え
ば
、
人
を
脅
か
し
て
法
律
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
（
石
田
穣
『
民
法
総
則
』
三
六
四
頁
（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
を

参
照
）
、
こ
の
脅
し
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
強
迫
の
結
果
、
表
意
者
が
意
思
決
定
の
選
択
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
こ
と
は
必
要
で
は
な
い

（
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
I

民
法
総
則
』
二
O
二
頁
（
成
文
堂
、
第
5

版
、
二
O
O

六
年
）
を
参
照
）
。
強
迫
の
程
度
が
極
め
て
強
く
、

表
意
者
が
意
思
決
定
お
よ
び
意
思
表
明
の
自
由
を
完
全
に
奪
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
意
思
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
無
効

と
な
る
（
判
例
）
。
つ
ま
り
、
民
法
に
お
け
る
強
迫
の
規
定
は
、
畏
怖
の
下
で
は
あ
っ
て
も
、
相
手
方
が
意
思
表
示
を
す
る
か
否
か
を
自

分
自
身
で
決
定
す
る
余
地
が
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
（
加
藤
雅
信
「
新
民
法
大
系

I

民
法
総
則
』
二
六
一
頁
（
有
斐
閣
、
第
2

版
、
一
一

0
0
五
年
）
を
参
照
）
。

（
日
）
』σ
ω
ロ
（U
K
F何回
。Z
Z
H
H
W何十
巴
吋
。
芹
巳
i
一
〈
己
－N
W
F
O
ω
E
O
ロ
ω
F
o
ω。
E
F
m
m
凶
立
。
ロω十
司ω
門
町
二ω
C
O
A
F
－
唱
・
一
戸
也

U
k
m［
ロ
。
∞
∞
∞
｝
・

（
ロ
）
強
迫
と
い
う
同
意
の
暇
庇
（
〈
仙
の2E
g

ロ

2
E
0
5
8
5
は
、
詐
欺
（
ι
♀
）
と
同
様
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
犯
罪
（
念
宮
）
か
ら

命
名
さ
れ
た
。
も
し
そ
の
効
果
（
ゆ
民
己
）
に
し
た
が
っ
て
命
名
す
る
な
ら
ば
、
同M2
E
2
が
用
い
た
表
現
の
よ
う
に
、
自
由
の
欠
如

a
q
g
H
R守町
営
、
な
）
と
な
ろ
う
（
』
g

ロ
ハU
K
F何回
。z
z
冒
戸
盟
問
｝5
・
丘
三
。

（
日
）
のm
w
σ
江
巳
冨

K
F河
、H
4
2
E
2
3

悶
K
F
J
へz
k
r
dロ
ロ
円
。
芹
己i
y
F
m
w
ω
。
E
釘
巳
吉
ロω
L
・
N
W〈
－
Y
同M
m
w
E
ω

・
5
∞
N
W古
・
5
0
［
ロ
。
区
O
］
一

同
c
m
pロゅ
の
k
r
d口
開
宮
開
H
J吋
，F
b。
ユ
。
m
A
m
ロ
b
s
－o
円
目
。
ω
。
z
－m
m弘
吉
ロω
・
・
芯
吉
岡
田
】

H
1
0
ω巴
。
ロ
円
四
め
て
か
乱
即
位
。
口
問
】
ロ

σ
ロ
念
。
ロ
忌
ω
斗
・
・
同
凶

m凶
江ω

・

5
8
w
日
）
・
宏
一
－

E
2
4

弓
盟
問
、
「
司
B

ロ
の
。
宮
叶
開
問
問
戸
《
可
。
芹
巳

i
－
F
g
。
E
F
m
m
z
。
5

・
品O
E
－
－E
E
ω
・
5
∞
少
同
】
・
5

∞
｛
ロ
。
昆
∞
］
一

回
。
ユω
ω
同
，K
F同
わ
同
・
回
。
ロ
ユ
問
。
円

k
r
zロ
・F
E
M
B
D同
国
。Jへ
開
閉
・
ロ
円
。
芹
巳
〈
即
日
。

σ
ロ
m
m注
目
。
ロ
タ
？
口
・
。
。
ロ
可

m
w丹
・q
b
p
・
5
∞
∞
・
同
）
・
一
｛
印
川
町

｛
ロ
。
h
p
m品
川
］
一
』

m
R
A
E
O
ω司F
O
C
同
・
』om凶
ロl
Fロ
の

k
r
d回
何
回
寸
．
明
氏
。
∞
k
r〈
k
r
d
u
p
ロ
円
。
芹
♀i
－
F
g
。
E
釘
巳
宮
口ω
・
H
－
F
w
m百
件
。
吉
江eo
c
m
y

H
N
J
m己－w
同
】ωユ
ω
・
N
C
C
P司
・
］
口
一

H
［
ロ
。
N
H∞
］
・

（
日
）
ロ
l

マ
法
の
き
ミ
S

や
ス
イ
ス
民
法
の
畏
怖
（
R
m
E
Z
）
の
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
。
強
迫
（
己
。
－
8
8

）
と
い
う
場
合
、
そ
の
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re vol., Obligations theorie g
白

ierale,
9e 
ed., Paris, 1998, p. 

190 [nー
 199]) 

~
吋
b

Malaurie et 

A
y
n
e
s
 (Philippe M

A
L
A
U
R
I
E
,
 Laurent A

Y
N
E
S
,
 Philippe S

T
O
F
F
E
L
-
M
U
N
C
K
,
 Droit Civil L

e
s
 Obligations, 2e 

ed., Paris, 2005, p. 
254 [nー

 515]) 
ti

＇
訴
に
現
!
l
~
エ
ド

..，：µ＇
ロ
~
~
斑
.
.
.
＼
.
）
~
草
壁
’
調
理
！
る
E
，
的
掛
け
~
~
己
'4~£

思
討
会

l酎
缶
入

J___] 

い
P
題
号
／

E;;畑
道
草
~4N

(conception delictuelle
）
会
♂
収
制
斗
叩
モ
E
!
l
~

0
 ~.
＋
ミ
士

＼＇：－－＇ti~ポ
エ
ム

j炉
~
o

（
出
）
説
明
（

violence)
ti' 

；
世
話
（
dol)

...＼.！~饗
!l'

~
~
但
栓
為
E
制
~
告
さ
蛍
（
vice

d
u
 consentement) 

＼＇：－－＇古布エ
0

0
制

：：；：－＇
器
用
士
主
’
~
呉

Lよ
σ
収

J議
会
杓
長
い
1
~
矧

1串
栴
長
期
＜
£
＇
.
壊
~
~
＇
＼
年
）
最
~
，
＿
；
，
，
眠
時
心

Jj
T心

E;;m~掌
（

crainte)
~
国
王
国
人
J
~
~
J
J
刈

!l

吋
：：；：－＇

E
制
e

E毎
蛍
~
百
三
川

j掛
け
令
。
将
棋

F
調
理
！

(violence) 
台
宗
眠

(delit) 
＼＇：－－＇崎：：；：－＇

去
さ
糠
!
l
~
制
e

容さ頃...＼.）
E宝
石
ま
と
よ
岨
-R

~
~
 
(Gabriel M

A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 13
1
[
n
°
1
4
0
］）。

（
ヨ
）

A
l
e
x
 W
E
I
L
L
,
 Fran¥'.ois T

E
R
R
E
,
 op. cit., 

p. 
198[nー

188]. 

（
口
）

Christian L
A
R
R
O
U
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
335 [nー

 368]. 

（
~
）
 

Henri et 
L
e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Fran¥'.ois C

H
A
B
A
S
,
,
 op. 

cit., 
p. 

190 [nー
 200

］
斗
吋
兵
包

P
Doｭ

m
a
t
 ti' 

~
♂

-RE;;
相
H
＜
布
制

E困
q!l
設

4眠
時
国
民
寧

!lι--6D’
..，：µ＿＿＿］叩

モ
E
与~

J
j
 E;;'ti露

出
（
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
）
会
♂
吉
川

jヨ
：
！
~
~
~
~
ぎ
ι
γ
握

抑
栴
与
己
主
よ

Iド
__J~-R

0
 ~
~
傾
化

J:i,::よI↑、~~JJ...\J!l
＇
ゃ
な
傾

!21ぱ
J
い
え
i
壁
土
~
，
.

;e.u、
~
~
~
哩
誕
布
告
露
出
（
toute

impression 

illicite）
申
組
事
（

force
）
心
室
；

~...\J__j~O

（
~
）
 

Jean C
A
R
B
O
N
N
I
E
R
,
 op. cit, 

p. 
1994 [nー

 958]. 

（
お
）

Jean C
A
R
B
O
N
N
I
E
R
,
 op. cit, 

p. 
1996 [nー

 958]. 
的ド司 V

（UUロω－。【〉） 割引咽 mQ士おけ－出血ば円入小ト



申ド吋 V

（
尽
）

々
平
和
・
枯
草
宇

：！~実
1"'

t-0 • 
....J 

..lJ ti
’
説
明
m
t
~

(
 

c
h
a
n
 tage) 

op. cit., 
p
 13
1
[
n
°
1
4
0
］）。

（
お
）

Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 131[nー

140]. 

（
~
）
 

Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 136-137[nー

148]. 

（
認
）

E
u
g
e
n
e
 G
A
U
D
E
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
73. 

(K5) 
Henri et L

e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Franc;ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
191[nー

200]. ~
~
走
車
察
当

P
弾
射

E

栴
：！
吋

0
ド
~
t
{
糎
係
国
’
濯
や
嶋
崎
（

p.
195 [nー

 2
0
7
］）。

（
お
）

Boris S
T
A
R
C
K
,
 Henri R

O
L
A
N
D
,
 Laurent B

O
Y
E
R
,
 op. cit., 

p. 
159 [nー

 456]. 

（
お
）

Boris S
T
A
R
C
K
,
 Henri R

O
L
A
N
D
,
 Laurent B

O
Y
E
R
,
 supra. cit. 

（
~
）
 

Philippe M
A
L
A
U
R
I
E
,
 Laurent A

Y
N
E
S
,
 Philippe S

T
O
F
F
E
L
-
M
U
N
C
K
,
 op. cit., 

p. 
254 [nー

 516]. 

（
民
）

Jacques F
L
O
U
R
,
 J
e
a
n
-
L
u
c
 A
U
B
E
R
T
,
 Eric S

A
V
A
U
X
,
 op. cit., 

p. 
171[nー

216]. 

（
沼
）
畏
ば
い
除
体
禅
（

inexistant
）
や
嶋
崎
（
A
l
e
x
W
E
I
L
L
,
 Franc;ois T

E
R
R
E
,
 op, cit., 

p. 
1
9
9
[
n
°
1
8
9
］）。

（
お
）

A
l
e
x
 W
E
I
L
L
,
 Franc;ois T

E
R
R
E
,
 supra., cit. 

（
~
）
 

Christian L
A
R
R
O
U
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
336 [nー

 369]. 

（
お
）

Alain B
E
N
A
B
E
N
T
,
 Droit civil L

e
s
 obligations, 11ー

 ed., Paris, 2007, p. 
75 [n。

91].

（
~
）
 

Henri et L
e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Franc;ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
194 [nー

 204]. 

（
沼
）

ト
1ト
入

Tく
区
制

1
1

 1
 11
時
「
＠
題
号

1
(violence) 

ti' 
t-\.J呉

込
期
解
－
＜

(personne raisonnable
）
会

J'li選
出
ド

t-0主
話
題K

(nature a
 faire impression

）
会

J~....J'
~
0

’
t-\.J Q

栴
~
－
＜
~
 
(personne

）
阿
古
醤
制
（

fortune
）
申
ぬ
＋
＜
長
。
~
w
~
制

E

蝋
（

m
a
l
considerable et 

present) 
！.よれJ

♂
令

~t-\.J~
会

J~
習
会
キ

j
t-0 

~ J
入

j
：
長
崎

t-0
..lJ

哨ti
！
.
」
’
枠
組
守
R

t-0。
⑮

fJ
~
，
時
四

(mati
色
re)

:! 0
ニ
い
さ
！
＇
－
＜
~
社
鐘

P
主ti~

戸
当
む
保
主
主

(l'age,
a
u
 sexe et a

 la condition des p
e
r
s
o
n
n
e
s
）
為
蜘
睡
杓

~t-0
」。

蝶
判
揺
さ
主
’
道
部
~
＋
＜
出
｛
皿
！
監
官
現
場
事
臆
桝
話
！
謹
『
ト

1ト
入

Tく
血
税
剖
〈
ー
器
製
・

4聖
誕
霊
法
－

j

（
潟
）

ロ
ー
ト
場
~
当
’
キ
誌
や

1::2.f>!!!R醤
布
－
＜

(homo constantissimus) 
~
制

m~;{d~
週
炉

t-0~
士
e
細

1＋
＜
起

（atrox)
;{<.I臨

終
....J~

(Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. 

cit., 
p
 132[nー

142]; Henri et L
e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 

e
容
や
や
嶋
崎
（

Gabriel
M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 

（同一。 cosh叩H蜘N∞ぽ慶州貯山明



Fran<;ois C
H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
194 [nー

 204]; E
u
g
e
n
e
 G
A
U
D
E
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
6
5
）。

（
伝
）

E
u
g
e
n
e
 G
A
U
D
E
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
65. 

（
~
）
 

Henri et L
e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Fran<;ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
194 [nー

 204]. 

（
お
）

Jacques F
L
O
U
R
,
 J
e
a
n
-
L
u
c
 A
U
B
E
R
T
,
 Eric S

A
V
A
U
X
,
 op. cit., 

p. 
173 [nー

 219]. 

（
~
）
 

Henri et 
L
e
o
n
 M

A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Fran~ois C

H
A
B
A
S
,
 op. 

cit., 
p. 

195 
;

 FL
O
U
R
,
 J
e
a
n
-
L
u
c
 

A
U
B
E
R
T
,
 Eric S

A
V
A
U
X
,
 op. cit., 

p. 
173; Boris S

T
A
R
C
K
,
 Henri R

O
L
A
N
D
,
 Laurent B

O
Y
E
R
,
 op. cit., 

p. 
163; 

A
l
e
x
 W
E
I
L
L
,
 F
r
a
n
~
o
i
s
 T

E
R
R
E
,
 op. 

cit., 
p. 

200 
;

 Philippe M
A
L
A
U
R
I
E
,
 Laurent A

Y
N
E
S
,
 Philippe 

S
T
O
F

・

F
E
L
-
M
U
N
C
K
,
 op. cit., 

p. 
256; Alain B

E
N
A
B
E
N
T
,
 op. cit., 

p. 
75. 

い制点再 e

（
弓
）

A
l
e
x
 W
E
I
L
L
,
 F
r
a
n
~
o
i
s
 T
E
R
R
E
,
 op. cit., 

p. 
200 [nー

 191]. M
a
r
t
y
 et R

a
y
n
a
u
d
 ..,;J" 

自
民
寧
る
，
.
~
盗

：！
(veritableｭ

m
e
n
t
）
’
割
＜
~
栴
北

1福
~
~
埋
れ
）
~
布
士
£
包
布
♂
必
至
エ
ム
）
閣
で

t-0
(Gabriel M

A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 132 [nー

 

1
4
2
］）。

（
句
）

Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 132 [nー

 142]. 

（
句
）

Christian L
A
R
R
O
U
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
340 [nー

 373]. 

（
事
）

Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 131[nー

142]. 

（
埠
）

Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 131 [n。

142]
＼
－
－
＇
当
’
「
健
保
e
会
。
蝶
立
と
判

Je
胸
囲
日
（
u
n
m
a
l
 

futur et m
e
m
e
 conditionnel) J

 ~
矧
て
時
。

（
事
）

Henri et L
e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Fran~ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
194 [nー

 204] ;
 

Boris S
T
A
R
C
K
,
 

Henri 
R
O
L
A
N
D
,
 Laurent B

O
Y
E
R
,
 op. 

cit., 
p. 

160 
[nー
 457] 

;
 Jacques 

F
L
O
U
R
,
 J
e
a
n
-
L
u
c
 A

U
B
E
R
T
,
 Eric 

S
A
V
A
U
X
,
 op. cit., 

p. 
172 [nー

 218]. 

（
与
）

E
u
g
e
n
e
 G
A
U
D
E
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
73. 

（
学
）

Henri et L
e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Fran~ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
194 [nー

 204]. 

（
年
）

Gabriel M
A
R
T
Y
 et Pierre R

A
Y
N
A
U
D
,
 op. cit., 

p
 131[nー

142]. 

(55) 
Henri et L

e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Jean M

A
Z
E
A
U
D
,
 Fran~ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
191[nー

202]. 
ph叫V
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（
日
）
強
迫
の
違
法
性
に
関
し
て
は
、
契
約
者
間
に
お
い
て
、
契
約
の
締
結
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
二
疋
の
方
法
の
圧
迫
を
用
い
る
こ
と
も

公
明
正
大
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
交
渉
に
お
い
て
、
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
の
弱
点
（
宮
古Z
P
F
F
ω
）
を
利
用
し
、
ま
た
、
他

方
当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
利
益
で
あ
る
論
拠
を
利
用
す
る
こ
と
は
普
通
で
あ
る
。
力
を
要
す
る
立
場
を
利
用

す
る
こ
と
は
、
契
約
的
な
誠
実
性
（
】
。
苫E
b
g
E
s
a
g

－
－
。
）
に
反
し
な
い
。
契
約
正
義
（
』

g
z
g
g
E
5
2
c
o

－
－
。
）
は
、
当
事
者

間
の
絶
対
的
平
等
（
か
窓
口
沖
合
号
g
z
o
）
を
要
求
し
な
い
。
（
（
U
F
E
2－S
F

〉
同
一
問
。
口
冨
何
同J8
・
巳
同
－b
・
8
∞
｛
ロ
。
ω
斗
N
］
）
。

（
臼
）
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
一
四
条
「
父
、
母
又
は
そ
の
他
の
尊
属
に
対
す
る
単
な
る
畏
敬
（

q
m

古
宮
芯
芯

B
R
E

】
ゆ
）
は
、
強
迫

（
丘
。
－
8
8

）
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
な
ん
ら
契
約
を
無
効
に
す
る
に
足
り
な
い
」
。
条
文
訳
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

（
お
）
を
参
照
。

（
日
）
】m
wの
a
c
g
m

，

F
O
白
河
・
』
σ
ω
ロ
l
F
Cの
k
r
d回
何
回
同J
開
立
の
ω
k
F〈k
r
d
u
p
。
司
・
巳
仲
よ
℃
・
口

ω
l
H日
よ
［
ロ
。
N
N
H］
・

（
日
）
回
。
ユω
∞
同
，KF同
（U同
L
向
。
ロ
ユ
問
。
戸
〉z
u
－
F
m
c一
円
。
口
一
∞
0
4
何
回
・
。
唱
・
巳
同
－

L
Y
H白
印
［
ロ
。
h
H斗
（
）
］
・

（
日
）
の
m
w
σ
江
巳
冨
K
F同
吋
，J円
2
E
2
2
H
N
K
F
J
円Z
K戸
ロ
ロ
・0司
・
立
件
二
円
｝
呂
町
［
ロ

o
E
2
一
一
開
ロ
m
b
H
屈
の
k
r
d口
開
冨
開
同
，w。
司
・
巳
同
－

w
円y

∞
印
一K
F
F
M
門

司
巴

F
F
W司
B

ロ
の
。
宮
司
何
一
間
同
一
戸
。
？
巳
件
－

w
H》
・
N
C
H［
ロ
。
E
H
］
一
一
冨
庄
司
旬
。
冨

K
F
F〉
口
百
戸
F
m
E
B
E
K
F
J
円Z
開
∞
・
同MF
E
3
0∞
同
，O司
自

司
一
明
戸
l
宮
d
Z
（U同
・
。
同
y
♀
f
H】
・
N
印
印
［
ロ
。
臼
叶
］
一
ー
〉
宮
宮
回
開

Z
〉
回
一
開Z
吋
J
。
℃
・
巳
件
－

w
同
）
・JS
［
ロ
。
∞
ω
］
・

（
日
）
国
g
E
Z
F

窓
口
冨

K
F
N開
〉
ロ
ロ
よg
ロ
冨
〉
N
開
〉
巴
ロ
司E
ロ
A
U。2
n
国
〉
回
k
r
ω・
。
司
・
巳
？
司
・
5
h
H［
ロ
。
N
S
］
一
』ω2
5
ω

の
国
・

開
∞
寸H
V
F吋
，S
E
r
r
ι
g
芹
己
i
y
F
ω同2
5
m
w
同
時
。
ロ
内
山
口
。
。
己

S
F
ω
。
怠
－w
p
E
ω・
5
∞
ω
七
・
勾
ω
［
ロ
。
g
H
］
・
裁
判
例
で
は
ま
た
、
遺
産

分
割
に
際
し
て
、
そ
の
子
に
対
し
て
父
に
よ
り
行
使
さ
れ
た
圧
迫
も
、
そ
れ
が
子
の
財
産
を
重
大
な
害
悪
に
さ
ら
す
と
い
う
畏
怖
を
も
た

ら
し
た
場
合
、
単
な
る
畏
敬
で
は
な
い
と
す
る
お
F
E
E
E
ロ
戸
〉
問
問
。
口
冨
何
吋J
。
H
Y
巳
了
間
｝
・
ω
包
す
2
0
N
］
）
。

（
貯
）
E
H庄
司
円
高
冨KF
F
K
F
白
河
口
P
F
m
w
E

・σ
ロ
寸
〉J『Z
開
ω
・
司E
】
仲
間
｝
唱
。

ω
吋
，C
司
司
肘
戸l
呂
d
Z
（v－P
。
司
・
の
伊
丹

J
H】
・
N
E
［
ロ
。
臼
∞
］
・

（
路
）
E
O
M向
者
何
回
円
「
司
E

ロ
色
町
寸
開
何
回
開
・
8

・
号
る
・
N
O
ω［
ロ
。
冨
ω
］
・

（
印
）
現
代
社
会
に
お
い
て
は
精
神
的
種
類
に
属
す
る
強
迫
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
単
な
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
巴
E
Z
o
F
R
S
F日
8
5

は
、
完
全
に
強
迫
の
概
念
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
《
平
穏
を
有
す
る
》
た
め
に
、
実
際
に
は
意
欲
し
な
い
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
仕

向
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
こ
の
理
由
で
、
《
同
意
の
暇
抗
》
を
構
成
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
同
意
が
意
識
的
で
あ
る
の
で
、
詐
欺

の
手
段
〔
方
法
〕
は
排
除
さ
れ
た
た
め
、
被
害
者
の
人
格
を
常
に
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
強
制
の
手
段
〔
方
法
〕
を
考
慮
し
得
る
。

476 



υ仰い麗 e

援
部
醤
士
！
＇
｛
援
組
（

faillite）》
....J~恒

＜
（

E;;怖
と
」
設
J
い
（
恒
時
訴
事
手
在

lll民
仰
や
嶋
崎
）

｛~
-
R
栴
（

notables
）
｝
己
ム
~
D
！
と
起
杓

~
~
！
出
号

I
(pressions

）
込
’
〈
無
事

~fil活
用
（

violence
morale) }

 ＇
＼
い
ま
言
語
勺
士

i-0...lJ互
主
将
__j~O

itt~
’
午
、
，
入
与
’

tミ
・
く

1ト
Tく

穴
入
ム
~
吋

D;;r;.WU掛
け
れ
）
~
~
’
会
関
宕
詣
盟
~
ム
~
D
産
耳
石
~
囲
早
々
~....J~

主
題
~
栴

!l
0
二
い
.
，
＠

Ii[草壁
e
写
字
！
馬
込
布
れ

J兵
~

(Alain 

B
E
N
A
B
E
N
T
,
 op. cit., 

p. 
7
5
-
7
6
 [nー

 9
2
］）。

(
g
)
 
J
a
c
q
u
e
s
 F
L
O
U
R
,
 J
e
a
n
-
L
u
c
 A
U
B
E
R
T
,
 Eric S

A
V
A
U
X
,
 op. cit., 

p. 
172 [nー

 218]. 
iHK盤

以
当
’

J
J
~
♂
Q
偲
猷
併
Q

軍
事
業
話
築
制

1布
D-4,0小

JJ
 ,..lJ為

~i-00
橿
－
＜
~
よ
設
-ri-0明

措
置
場
棋
~
t
i

＇
禦

:R!:fil布
官
軍
事
監

E;;l$)Il:....J\(J~崎
長
’
ゃ
な
！
軍
蜘

...lJE;;~~.
.
，
＠
~
羽
小

会
♂
’

41:1~緊
密
。
栂
護
軍

E;;l$)Il:....J...lJ..，＠布時
0

.ll1f:宅
金
窓
会
σ
禦
葉
宕
必
至
題
号

j
(violence <p

h
y

siq
u

e
>

et
morale) 

E;; 
~
官

!l
’
嶋
崎

保
持
三

E;;JU)g1特
栴

!l
吋

Dli[
艇
杓
兵
~
除
詣
世
e
眼

1眠
~
占
領

i寂
!l....J~1串喜~..，＠；♀

i-O
(p. 

172 [note 3
］）。

（
~
）
 

A
l
e
x
 W
E
I
L
L
,
 Franc;ois T

E
R
R
E
,
 op. cit, 

p. 
1
9
6
;
 Christian L

A
R
R
O
U
M
E
T
,
 op. cit., 

p. 
318.

骨
栓
詔
書
摺
（

vio
・

lence physique) 
...lJ二

小
禽
司

n＇
時
R卑！布ti~

時
制

E轍
（

le
m
a
l
 d
o
n
t
 o
n
 est m

e
n
a
c
e
）
ゐ

P
ぽ
.
~
~
ζ
・
持
母
王
制
都
・

4rt:(1昨
e
駕

俳
,..lJJ二

＼
＼
~
~
注
J
Q
吋
小
：
J

症
状
栓
fil~ヲ

組
騒
~
制

E尚
早

.1；♀
i-0

,..lJ J二
小
単
~4口

会
1相
笹

fil!l傾
蛍
令

i-0!
l
-
r
~
布
二
（

Boris
S
T
A
R
C
K
,
 

H
e
n
r
i
 R
O
L
A
N
D
,
 L
a
u
r
e
n
t
 B
O
Y
E
R
,
 op. cit., 

p. 
159 ［

ぜ
4
5
6
］）。

（
~
）
 
リ
兵
♂
e
誤
富
士
主
’
寝
耳
！
と
lll!H眠

時
JJ
心
会

1訓
へ
と
~
栴
斗
吋
D
掴
~
約
£
布
士
£
当
布
♂
布
三
。

（
包
）
出
寧
（

crainte)
...lJ三

小
判

111m当
1
1
 111
婦
や
~
エ
♂
兵
時
。
ト

1ト
入

rく
誕
e
題
刑
罰
糟
（

theorie d
e
 la violence) 

ti,. 

ロ
ー
ト
誕
（

Droit
r
o
m
a
i
n
)
 
¥tJ 

E;; 
m
e
t
u
s
陸
自
程
（
theorie d

e
 la 

m
e
t
u
s

）
や
崎
時
（
J
e
a
n
C
A
R
B
O
N
N
I
E
R
,
 op. cit, 

p. 
1994 

[nー
 9
5
8
］）。

（
忍
）

J
e
a
n
 C
A
R
B
O
N
N
I
E
R
,
 op. cit, 

p. 
1995 [nー

 958]. 

(tfS) 
A
l
a
i
n
 B
E
N
A
B
E
N
T
,
 op. cit., p. 

7
5
 [nー

 91]. 

（
宰
）

＊
判
手

J閣
で
ど
吋
小
斗

P
M
o
r
t
y
 et R

a
y
n
a
u
d
 ..，＠＇部

i!JK~
抑
鮒
（
m
a
l
actuel) 

...lJ健
保
e
肺
副
会

1京
栴
J
い
’
説
明
（

vio
・

lence
）
古
和

!l
－~W:ifil品

設
蝶
（
尾
悦
t
ρ
sychologique)

；年J
~
炉

i-0心
地
で
い
エ
~

(op. cit., 
p. 

1
3
7
[
n
°
1
4
8
］）。

（
包
）

H
e
n
r
i
 et L

e
o
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 J
e
a
n
 M
A
Z
E
A
U
D
,
 Franc;ois C

H
A
B
A
S
,
 op. cit., 

p. 
192 [nー

 202]. 

（
~
）
 

Florencio G
A
R
C
I
A
 G
O
Y
E
N
A
,
 op. cit., 

pag. 23. 

（~） 
1

 ＜
同

l
社
K
て
ャ
入

nt{規
制
井
勝
-
R
-
R
O
蝶
線

1
・M
’
~
~
と
κ
て
ャ
入
也
元
11

11-1（キJ柑
線

1
・P<＇

ト
弐
中
入
十
入

nt{斑
-R11H

（
蝶
’

~
 

（ωυg－2〉）国弔問畑出品川士おり－進出 K入小ト



法学研究 82 巻 l 号（2009: 1) 

パ
ラ
グ
ア
イ
民
法
二
九
三
条
第
一
文
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
民
法
一
五
五
八
条
第
一
文
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
民
法
二
四
六
八
条
第
一
文
、
プ
エ
ル
ト

リ
コ
民
法
二
二
九
条
第
一
文
を
参
照
。

（
初
）
強
迫
（
d
z
－8
8

）
に
よ
る
影
響
の
下
で
あ
っ
て
も
（
有
効
に
）
意
欲
し
た
が
（

S
R
H
8
8
E
e、
そ
の
際
の
強
制
定
。
ロ
E

可
包
ロ
宮
）
が
人
間
の
抵
抗
力
の
通
常
の
尺
度
（
】
m
B
g
c
g

。
三
宮
包
括
含
宮
内
。
足
。
母
芯
包

2
8
8
ι
z
d

。
ョ
目
立
を
超
え
た
場
合
、

（
畏
怖
の
影
響
の
下
）
さ
ま
を
原
因
と
し
て
（
§
S
2
6
5

）
行
わ
れ
た
行
為
は
有
効
で
は
な
い
と
の

5
E
E
3
2

吉
宮
（
8

・

a
f
司
－N
E
官
。
臼3
）
の
指
摘
、
な
ら
び
に
、
脅
し
の
強
度
（
コ
ロ
窓
口
忠
芯e
z
s
g
R
O

）
は
、
各
個
人
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
得
る
抵
抗
力
（
宮
内
。50
号
芯
包
己
S
8

）
に
関
連
し
て
具
体
的
に
評
価
さ
れ
る
と
の
の
R
σ
。
ロ
E
2

（
。
官
－
a
f
司
・
忌
也
印

［
ロ0
8
2）
の
指
摘
は
、
合
わ
せ
て
、
前
者
が
暴
力
（
三
。
－
8
8

）
に
関
す
る
指
摘
で
あ
り
、
後
者
が
脅
し
（
吉
江
田
広
旦
芯
ロ
）
に
関
す

る
指
摘
で
あ
る
と
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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